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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 令 和 4 年 1 月 6 日 ( 2 0 2 2 . 1 . 6 )
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 請 求 項 １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 請 求 項 １ 】
シ ー ト を 処 理 す る シ ー ト 処 理 装 置 で あ っ て 、
シ ー ト が 搬 送 さ れ る 搬 送 経 路 と 、
搬 送 方 向 に シ ー ト を 搬 送 す る こ と に よ っ て 、 前 記 搬 送 経 路 の 排 出 口 か ら 該 シ ー ト を 排 出 す  
る 搬 送 手 段 と 、
前 記 搬 送 手 段 に よ り 前 記 搬 送 方 向 に 搬 送 さ れ 前 記 排 出 口 か ら 排 出 さ れ た シ ー ト が 積 載 さ れ  
る 積 載 手 段 と 、
前 記 シ ー ト 処 理 装 置 の 外 部 か ら シ ー ト 束 が セ ッ ト さ れ る 手 差 セ ッ ト 部 と 、
前 記 積 載 手 段 に 積 載 さ れ た シ ー ト 束 の 、 前 記 搬 送 方 向 と 交 差 す る 方 向 に お け る 端 部 に 接 す  
る こ と に よ っ て 、 該 シ ー ト 束 の 、 前 記 交 差 す る 方 向 の 位 置 を 規 制 す る 、 第 １ の 規 制 手 段 と  
、
前 記 積 載 手 段 に 積 載 さ れ た シ ー ト 束 の 、 前 記 搬 送 方 向 に お け る 端 部 に 接 す る こ と に よ っ て  
、 該 シ ー ト 束 の 、 前 記 搬 送 方 向 の 位 置 を 規 制 す る 、 第 ２ の 規 制 手 段 と 、
ス テ ー プ ル 針 に よ っ て シ ー ト 束 を 綴 じ る 綴 じ 手 段 と 、 を 有 し 、
前 記 綴 じ 手 段 は 、 前 記 交 差 す る 方 向 に お い て 前 記 シ ー ト 処 理 装 置 の 一 方 側 と 他 方 側 と に 往  
復 移 動 可 能 に 構 成 さ れ 、 第 一 の 位 置 と 第 二 の 位 置 と に 移 動 可 能 で あ っ て 、 前 記 第 １ の 規 制  
手 段 が 接 し た 、 前 記 一 方 側 の シ ー ト 束 の 端 部 、 且 つ 、 前 記 第 ２ の 規 制 手 段 が 接 し た 、 前 記  
搬 送 方 向 に お け る 該 シ ー ト 束 の 端 部 、 を 含 む 、 該 シ ー ト 束 の コ ー ナ 部 を 、 前 記 第 一 の 位 置  
に お い て 綴 じ る こ と が 可 能 で あ り 、 前 記 手 差 し セ ッ ト 部 に セ ッ ト さ れ た シ ー ト 束 を 前 記 第  
二 の 位 置 お い て 綴 じ る こ と が 可 能 で あ り 、 さ ら に 、 ス テ ー プ ル 針 が 前 記 綴 じ 手 段 に 補 充 さ  
れ る 位 置 で あ る 第 三 の 位 置 に 位 置 す る こ と が 可 能 で あ っ て 、
前 記 第 三 の 位 置 は 前 記 第 一 の 位 置 と は 異 な り 、
前 記 綴 じ 手 段 が 前 記 第 三 の 位 置 に 位 置 し て い る と き の 前 記 綴 じ 手 段 の 角 度 姿 勢 は 、 前 記 綴  
じ 手 段 が 前 記 第 一 の 位 置 に 位 置 し て い る と き の 前 記 綴 じ 手 段 の 角 度 姿 勢 と は 異 な り 、
前 記 綴 じ 手 段 が 前 記 第 三 の 位 置 に 位 置 し て い る と き の 前 記 綴 じ 手 段 の 角 度 姿 勢 は 、 前 記 綴  
じ 手 段 が 前 記 第 二 の 位 置 に 位 置 し て い る と き の 前 記 綴 じ 手 段 の 角 度 姿 勢 と は 異 な り 、
前 記 第 二 の 位 置 に 位 置 し て い る と き の 前 記 綴 じ 手 段 は 、 前 記 第 一 の 位 置 に 位 置 し て い る と  
き の 前 記 綴 じ 手 段 よ り も 前 記 他 方 側 に 位 置 し て い る 、
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こ と を 特 徴 と す る シ ー ト 処 理 装 置 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ １ 】
本 発 明 は 、 シ ー ト を 処 理 す る シ ー ト 処 理 装 置 で あ っ て 、 シ ー ト が 搬 送 さ れ る 搬 送 経 路 と 、  
搬 送 方 向 に シ ー ト を 搬 送 す る こ と に よ っ て 、 前 記 搬 送 経 路 の 排 出 口 か ら 該 シ ー ト を 排 出 す  
る 搬 送 手 段 と 、 前 記 搬 送 手 段 に よ り 前 記 搬 送 方 向 に 搬 送 さ れ 前 記 排 出 口 か ら 排 出 さ れ た シ  
ー ト が 積 載 さ れ る 積 載 手 段 と 、 前 記 シ ー ト 処 理 装 置 の 外 部 か ら シ ー ト 束 が セ ッ ト さ れ る 手  
差 セ ッ ト 部 と 、 前 記 積 載 手 段 に 積 載 さ れ た シ ー ト 束 の 、 前 記 搬 送 方 向 と 交 差 す る 方 向 に お  
け る 端 部 に 接 す る こ と に よ っ て 、 該 シ ー ト 束 の 、 前 記 交 差 す る 方 向 の 位 置 を 規 制 す る 、 第  
１ の 規 制 手 段 と 、 前 記 積 載 手 段 に 積 載 さ れ た シ ー ト 束 の 、 前 記 搬 送 方 向 に お け る 端 部 に 接  
す る こ と に よ っ て 、 該 シ ー ト 束 の 、 前 記 搬 送 方 向 の 位 置 を 規 制 す る 、 第 ２ の 規 制 手 段 と 、  
ス テ ー プ ル 針 に よ っ て シ ー ト 束 を 綴 じ る 綴 じ 手 段 と 、 を 有 し 、 前 記 綴 じ 手 段 は 、 前 記 交 差  
す る 方 向 に お い て 前 記 シ ー ト 処 理 装 置 の 一 方 側 と 他 方 側 と に 往 復 移 動 可 能 に 構 成 さ れ 、 第  
一 の 位 置 と 第 二 の 位 置 と に 移 動 可 能 で あ っ て 、 前 記 第 １ の 規 制 手 段 が 接 し た 、 前 記 一 方 側  
の シ ー ト 束 の 端 部 、 且 つ 、 前 記 第 ２ の 規 制 手 段 が 接 し た 、 前 記 搬 送 方 向 に お け る 該 シ ー ト  
束 の 端 部 、 を 含 む 、 該 シ ー ト 束 の コ ー ナ 部 を 、 前 記 第 一 の 位 置 に お い て 綴 じ る こ と が 可 能  
で あ り 、 前 記 手 差 し セ ッ ト 部 に セ ッ ト さ れ た シ ー ト 束 を 前 記 第 二 の 位 置 お い て 綴 じ る こ と  
が 可 能 で あ り 、 さ ら に 、 ス テ ー プ ル 針 が 前 記 綴 じ 手 段 に 補 充 さ れ る 位 置 で あ る 第 三 の 位 置  
に 位 置 す る こ と が 可 能 で あ っ て 、 前 記 第 三 の 位 置 は 前 記 第 一 の 位 置 と は 異 な り 、 前 記 綴 じ  
手 段 が 前 記 第 三 の 位 置 に 位 置 し て い る と き の 前 記 綴 じ 手 段 の 角 度 姿 勢 は 、 前 記 綴 じ 手 段 が  
前 記 第 一 の 位 置 に 位 置 し て い る と き の 前 記 綴 じ 手 段 の 角 度 姿 勢 と は 異 な り 、 前 記 綴 じ 手 段  
が 前 記 第 三 の 位 置 に 位 置 し て い る と き の 前 記 綴 じ 手 段 の 角 度 姿 勢 は 、 前 記 綴 じ 手 段 が 前 記  
第 二 の 位 置 に 位 置 し て い る と き の 前 記 綴 じ 手 段 の 角 度 姿 勢 と は 異 な り 、 前 記 第 二 の 位 置 に  
位 置 し て い る と き の 前 記 綴 じ 手 段 は 、 前 記 第 一 の 位 置 に 位 置 し て い る と き の 前 記 綴 じ 手 段  
よ り も 前 記 他 方 側 に 位 置 し て い る 、 こ と を 特 徴 と す る 。
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